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令和３年度気仙沼・南三陸地域における水産加工企業イメージアップ等業務企画提案募集要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は，「令和３年度気仙沼・南三陸地域における水産加工企業イメージアップ等業務」を委託

するに当たり，公募型プロポーザル方式により，優れた提案及び能力を有し，最も適格と判断される事

業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

第２ 募集事項 

１ 案件名 

令和３年度気仙沼・南三陸地域における水産加工企業イメージアップ等業務 

 

２ 事業目的 

   当管内の基幹産業である水産加工業においては，求人数に対する求職者数の不足，採用後の早期離職等に

より常に人材不足の状態となっており，管内産業界における深刻な課題となっている。 

   水産加工業においては，賃金の引き上げ・福利厚生の充実等による待遇面の改善や生産施設・設備の近代

化による職場環境の向上が図られているが，未だに従来からの「きつい」「汚い」「危険」などのマイナス

イメージが払拭されていない状況にある。また，求職者の水産加工業に対する理解不足は，就職後，労働条

件等におけるミスマッチにつながる場合があり早期離職の要因にもなっている。 

   このことから，水産加工業の業態を正しく理解してもらうことにより，人材の確保と早期離職の防止を図

るため，モデルとなる事業所の施設・設備，実際の就業状況等の取材を元にした動画を作成し，管内教育機

関における職業観・勤労観を育む授業等で活用してもらうほか，動画配信サイト等を活用して広く放映する

もの。 

   併せて，求職者が就職したくなる魅力的な企業になるための事業主向け雇用管理改善意識向上セミナーを

開催し，人口減少社会における人材不足の解消に有効とされている女性登用や定年制度見直し等に係る講演

のほか，雇用管理コンサルタントによる無料相談会を実施し，各事業所のソフト面からのイメージアップを

後押しするもの。 

 

３ 業務内容 

別紙「令和３年度気仙沼・南三陸地域における水産加工企業イメージアップ等業務仕様書」（以下「仕様 

書」という。）のとおり 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和４年３月３１日（木）まで 

 

５ 委託上限額 

１，５９７，２００円（消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）の額を含む。） 

 

第３ 参加資格 

１ 以下のすべてに該当する者のみ，企画提案に応募することができる。 

（１） 宮城県内に本社，支社，営業所又はこれらに類する事業拠点を有し，本業務の実施について，県 

の要求に応じて即時に来庁し，対応できる体制を整えていること。 
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（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）

の規定に該当する者でないこと。 

（３） 本募集開始時から企画提案書等の提出時までの間に，宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加

資格制限要領」（平成９年１１月１日施行） に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。 

（４） 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要件

に該当する者でないこと。（別表１） 

２ 上記（１）から（４）を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とする

が，その場合は全事業者が（２）から（４）を満たさなければならない。また，県は代表者とのみ委託契約

を行うため，その他の参加者については，代表者との委託契約（宮城県との関係においては再委託に該当）

により業務を行うこと。その場合においては，本業務全体の進行管理及びとりまとめ等は代表者の責任にお

いて行うものとする。 

 

第４ スケジュール 

企画提案の募集開始 令和３年９月１５日（水） 

質問受付期限 令和３年９月２１日（火） 午後４時 

質問への回答 令和３年９月２４日（金） 

企画提案への参加申込期限 令和３年９月３０日（木） 午後５時 

企画提案書の提出期限 令和３年１０月７日（木） 午後５時 

企画提案書の書面の審査 

（応募者が５者を超える場合に限る） 
令和３年１０月１１日（月） 

書面審査の結果発表 

（応募者が５者を超える場合に限る） 
令和３年１０月１１日（月） 

プレゼンテーション選考会 令和３年１０月１８日（月） 【予定】 

選考結果の通知 令和３年１０月２０日（水）  【予定】 

 

第５ 応募手続 

１ 企画提案書作成等に関する質問の受付及び回答 

受付期限 令和３年９月２１日（火） 午後４時 

提出方法 

「気仙沼・南三陸地域における水産加工業イメージアップ等業務に係る質問書」

（様式第３号）を用いて，電子メールにより提出すること。 

なお，電話や口頭，受付期間外の質問は，一切受け付けない。 

提出先 
宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部商工・振興班 

メールアドレス kstssss@pref.miyagi.lg.jp 
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回答方法 

質問に対する回答は，令和３年９月２４日（金）までに宮城県気仙沼地方振興事務所地

方振興部のホームページに質問者の名を伏せた上で掲載する。ただし，質問又は回答の内

容が，質問者の具体的な案件事項に密接に関わるものについては，当該質問者に対しての

み回答する。また，質問の内容によっては回答しないこともある。 

  

２ 企画提案への参加申込 

提出期限 令和３年９月３０日（木） 午後５時 必着 

提出方法  電子データをメールにて提出すること。 

提出先 
宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部商工・振興班 

メールアドレス kstssss@pref.miyagi.lg.jp 

提出書類 

（１） 気仙沼・南三陸地域における水産加工業イメージアップ等業務企画提案参加申込書

（様式第１号） １部 

（２） 企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第２号） １部 

（３） 過去５年以内に国・県・市町村・学校等行政機関が発注する動画制作及びセミナー

開催委託業務を受注した実績がある場合には，受注年度，相手方，受託金額を一覧に

したもの（任意様式） １部 

 

３ 企画提案書等の提出 

提出期限 令和３年１０月７日（木） 午後５時 必着 

提出方法  電子データをメールにて提出すること。 

提出先 
宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部商工・振興班 

メールアドレス kstssss@pref.miyagi.lg.jp 

提出書類 

（１） 企画提案書（任意様式） 

イ Ａ４判とし，下記事項を明確にした提案内容を簡潔かつ分かりやすくまとめたものと

すること。 

（イ） 動画制作及び情報発信業務 

○ 動画の構成及び情報発信方法等，具体的な実施内容及び実施方法 

○ 動画，ＤＶＤの制作スケジュール（企画，取材，編集等） 

○ 再委託の有無及び予定 

（ロ） 雇用管理改善意識向上セミナー開催業務 

○ 実施方針 

○ セミナー開催スケジュール 

○ 実施方法（会場の確保，講師の選定，受講者への配慮，不測の事態への対応） 

ロ 企画提案にあたり，写真，記事，イラスト等を使用する場合は，その所有者，保有者
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等から承諾を得ること。 

ハ 委託業務を確実に実施・履行するための組織体制（業務分担，担当者名等），連絡体

制等を詳細に示すこと。 

ニ 動画制作の企画提案に併せて，当該内容に基づく３分程度のサンプル動画を作成して

提出することも可能とするものとする。ただし，サンプル動画の作成は必須ではない。 

なお，サンプル動画を作成する場合には，登場人物の肖像権等の許諾を得ているこ

と。また，動画の保存形式は新たに再生ソフトウェア等をインストールすることなく，

パソコンで再生できるものであること。 

ホ ページ番号は目次を除き通し番号とし，各ページの下部に記載すること。 

へ 企画提案書のデータは，ＰＤＦ形式によるものとする。 

（２） 概算見積書（任意様式） 

イ 本業務の実施に要する取材費，交通費，食費，通信運搬費，事務経費その他必要と見

込まれる経費を全て計上し，その内訳（項目，数量，単価，金額，税等）を明らかにし

た概算見積書（様式任意）を作成すること。 

なお，本業務に係る費用の総額は，第２の５に定める委託料の上限額を超えないこと。

ロ 概算見積書については，積算した金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は，その端数金額を切り捨てた金

額）をもって見積額とするので，参加者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず，積算した金額の１００分の１１０に相当する金額

を概算見積書に記載すること。 

ハ 概算見積書は，任意の様式によるものとし，企画提案書と別冊で作成すること。 

 

４ 提出後の変更，取下げ等 

（１） 提出された書類について，提出後の差し替え，変更及び取消は認めない。また，提出された書類は

返却しない。 

（２） 企画提案を提出後に取り下げる場合は，速やかに「取下願」（様式第４号）を提出すること。この

場合であっても，既に提出された書類は返却しない。 

 

５ 無効の取扱い 

次のいずれかに該当する企画提案書等は無効とする。 

（１） 提出書類に記載されている文字の判読が困難である場合，又は文意が不明である場合 

（２） 本募集要領等に従っていない場合 

（３） 同一の提案者が，２つ以上の企画提案書等を提出した場合 

（４） 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げ，又は不正の利用を得るために連合した団体等が

提出した場合 

（５） 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反），第９３条（心裡留保）， 第９４条

（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案である場合 

（６） 本募集要領第６の３「プレゼンテーション選考会」に参加しなかった場合 
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６ その他 

  （１） 企画提案書等の提出後，内容について説明を求めることがある。 

（２） 企画提案に要する費用は，全て応募者の負担とする。 

 

第６ 業務委託候補者の決定 

１ 選定方法 

県が設置する選定委員会（以下「選定委員会」という。）においてプレゼンテーション審査を実施し，評

価基準（別表２）の評価項目毎に設定された配点に基づき，委員による採点及び協議により行う。審査は，

提出書類及びプレゼンテーションの総合評価により審査し，各委員の評価点の総数が満点の６割以上となっ

た提案者のうち，各委員の１位票を最も多く獲得した提案者１者を業務委託候補者とする。ただし，審査の

結果，１位票を最も多く獲得した企画提案者が複数いる場合は，各委員の評価点を合計した総合点が高い者

を業務委託候補者とし，総合点が同じ場合には，参考見積書記載の見積金額が低い者を業務委託候補者とす

る。さらに，見積金額が同じ場合には，くじ引きにより業務委託候補者を決定する。 

なお，企画提案者が１者のみであった場合，各委員の評価点の総数が満点の６割以上となった場合，業務

委託候補者として選定する。 

 

２ 書類審査（応募者が５者を超える場合に限る。） 

（１） 書類審査の実施日 

令和３年１０月１１日（月） 

（２） 審査の実施方法 

応募のあった企画提案書について，選定委員による書類審査を実施し，評価基準（別表２）の評価

項目毎に設定された配点に基づく採点により，各委員の評価点の総数上位５者を選定する。 

（３） 書類審査結果の通知 

審査終了後，速やかにすべての提案者に審査結果を通知する。   

 

３ プレゼンテーション審査会 

（１） 実施日時 

令和３年１０月１８日（月）を予定。詳細は，対象者に別途通知する。 

（２） 実施場所 

宮城県気仙沼合同庁舎内を予定。詳細は，対象者に別途通知する。 

（３） 実施方法 

イ 出席者は，３人以内とする。 

ロ １提案者当たりの持ち時間は３０分以内（説明２０分以内，質疑応答１０分以内）とし，県から指

示した時間から順次，個別に行うものとする。 

ハ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし，追加資料の配付は認めない。 

ニ 提案者が１者のみであった場合でも，本要領第６の１なお書きにより審査を行う。 
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ホ プレゼンテーションにおいて，プロジェクタ及びスクリーンの使用を希望する場合には，県が別途指

定する日までに申し込むこと。 

  なお，パソコン等その他の機材については，提案者が用意すること。 

ヘ プレゼンテーション審査会実施日において，宮城県が新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置

あるいはまん延防止等重点措置などの状況下にある場合には，対面による審査会は実施せず，提出され

た企画提案書等の書面審査によることができるものとする。 

  なお，その場合は，第５の５（６）は適用しない。 

 

４ 審査結果の通知及び公表 

審査結果は，応募者全員に文書により通知する。 

また，「入札結果等の公表要領（平成２０年４月１日施行）」に基づき，見積合わせの結果及び選定に係

る下記の事項を公表する。 

（１） 参加者名称 

（２） 選定された候補者の名称と得点 

（３） 他の参加者の得点（得点を点数順に記載するのみで，参加者名は列記しない） 

（４） 選定委員名 

 

第８ 委託契約の締結 

１ 受託者の決定 

選考委員会において決定した業務委託候補者から見積書を徴収し，予算の範囲内で地方自治法施行令第 

１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を締結する。ただし，特別な理由により業務委託候補者 

と契約を締結できない場合は，その他の企画提案者のうち第６の１に定める「選定方法」に基づく評価順位

が上位の者から順に契約交渉を行うものとし，最終的に交渉が成立した企画提案者を受託者とする。 

 

２ 契約書及び業務仕様の確定 

  契約書は，県と業務委託候補者が協議の上，作成する。 

なお，業務仕様は，原則的に「令和３年度気仙沼・南三陸地域における水産加工企業イメージアップ等業

務 業務委託仕様書」に記載されている内容とするが，県と業務委託候補者の協議により，追加，変更及び

削除を行うことがある。 

 

３ 委託金の支払条件 

委託金の支払方法は，原則として業務完了後の一括払いとする。 

 

第９ その他 

 １ 本事業は，災害又は新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により実施が困難であると認められる場合，

延期又は中止とする場合がある。 
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 ２ 本業務により得られた成果については，全て県に帰属するものとする。 

 

 ３ 企画提案の応募がない場合には，選定委員会に諮った上で再度募集を行う場合がある。 

 

 ４ 提出された企画提案書等は，情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）その他の法令の規定に基づ

き，開示する場合がある。 

 

第１０ 問い合わせ先 

    宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部商工・振興班（担当：相澤，藤田） 

    〒９８８－０１８１ 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ下４７－６（宮城県気仙沼合同庁舎２階） 

              ＴＥＬ：０２２６（２４）２５９３ ＦＡＸ：０２２６（２４）８９９５ 

              メールアドレス：kstssss@pref.miyagi.lg.jp 
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（別表１）宮城県入札契約暴力団等排除要綱 別表 

 

措 置 要 件 

１ 登録業者の役員等（法人の場合は，非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者，その

他の団体の場合は，法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等，個人の 場合は， その者並び

に支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員である場合，又は暴力団員が経営に事

実上参加していると認められるとき。 

２ 登録業者又はその役員等が，自社，自己若しくは第三者の不正な利益を図り，又は第三者に損害を加え

る目的をもって，暴力団，暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）の威力を利用

するなどしていたと認められるとき。 

３ 登録業者又はその役員等が，暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法

人等に対して，資金等を提供し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与

していると認められるとき。 

４ 登録業者又はその役員等が，暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

５ 登録業者又はその役員等が，暴力団等であることを知りながら，これと取引したり，又は不当に利用して

いると認められるとき。 

注）使用人が，登録業者のために行った行為は，登録業者の行為とみなす。 
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（別表２）評価基準 

評価項目 評価の観点 配点 

１ 全般 【２０】 

 
本事業の趣旨をよく理解しており，基本的考え方，仕様内容等に沿った提案であるか。 ２０

２ 企画・構成 【７０】 

 ① 動画制作 ○ ターゲットに向けたコンセプト・テーマが明確に設定され，かつ的確であ

るか。 

○ 管内水産加工企業の現状等に対する正しい認識に基づき，学生等が興味・

関心を持つような工夫がなされているか。 

○ 学生等の職業観・勤労観を育む授業における有効的な活用が期待できる工

夫がなされているか。 

３０

② 情報発信 ○ 管内水産加工企業のイメージ向上を図るための手法等にオリジナル性が

あり，その内容が優れたものであるか。 

○ 動画配信サイト等を活用した情報発信において，動画再生回数を増やす

工夫など，効果的な情報発信につながる提案がなされているか。 

２０ 

③ 雇用管理改善 

意識向上セミナ 

ー 

○ 事業の趣旨に合致した効果が最大限得られるような工夫がなされている

か。 

○ 実施の周知や参加者の募集等について，適切な手法となっているか。 

○ セミナー講師や雇用管理コンサルタントの想定は，事業の趣旨に合って

いるか。 

２０ 

３ 業務遂行能力関係 【１０】 

 
① 業務遂行能力 ○ 業務を円滑に実施できる体制がとられているか。 ５ 

② スケジュール 

及び経費積算 

○ 実施スケジュールは，計画的で妥当性があるか。 

○ 積算内訳や単価等は妥当であり，業務内容と整合性が図られているか。 

５ 

合 計 【１００】 

 


